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児
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お

け

る
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規

約 
 

 
 

 
 

 

の

変

更

に

係

る

協

議

に

つ

い

て 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

五

十

二

条

の

七

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

措 

置

費

共

同

経

理

課

を

共

同

設

置

す

る

特

別

区

の

数

を

増

や

す

た

め

、

別

紙

の

規

約

に

よ

り

協

議

を

行

い

、

児

童 

相

談

所

を

設

置

す

る

特

別

区

に

お

け

る

措

置

費

共

同

経

理

課

の

共

同

設

置

に

関

す

る

規

約

の

一

部

を

変

更

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

児
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る
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置

費

共

同

経

理

課

の

共

同

設

置

に

関

す

る

規

約

の

一

部

を

変 

更

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

第

二

百

五

十

二

条

の

七

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

法

第

二

百

五 

十

二

条

の

二

の

二

第

三

項

本

文

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す
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   児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に

関する規約の一部を変更する規約 

 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関す

る規約の一部を次のように変更する。 

 第１条中「中野区」の次に「、杉並区」を加える。 

   附 則 

 この規約は、令和８年１１月１日から施行する。 


